
今
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
決
定
し

ま
し
た
。

７
月
中
に
納
税（
納
入
）通
知
書
や
決
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
税
・
保
険
料
の
徴
収
は
、
年
金
の
支

給
時
に
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収

と
、
納
付
通
知
書
か
口
座
振
替
で
お
支
払
い

い
た
だ
く
普
通
徴
収
の
２
種
類
の
方
法
が
あ

り
ま
す
。

納
付
方
法
は
、
金
額
や
年
金
の
受
給
状
況

な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
普
通
徴
収
の
方
で
口

座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
金
融
機
関
で

あ
ら
か
じ
め
手
続
き
が
必
要
で
す
。
通
知
書

に
同
封
す
る
口
座
振
替
依
頼
書
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

グ
ル
ー
プ（
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
）　

28
・
０
９
１
７

保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ（
介
護
保
険
料
）

　

28
・
０
１
０
０

現
在
ご
使
用
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
及
び
各
種
医
療
制
度
の
受
給
者
証
等
の

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
決
定

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
及
び
各
種
福
祉
医
療
の
受
給
者

証
等
の
更
新

有
効
期
限
は
、
7
月
31
日（
月
）で
す
。

８
月
１
日（
火
）か
ら
使
用
す
る
新
し
い
受

給
者
証
等
を
交
付
し
ま
す
。
申
請
書
の
提
出

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
】

①
高
齢
受
給
者
証

昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
割
合
を

判
定
し
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

受
給
者
証
は
70
歳
に
到
達
し
た
翌
月（
１

日
が
誕
生
日
の
方
は
そ
の
月
）か
ら
使
用
す

る
も
の
で
す
。
新
た
に
対
象
年
齢
に
到
達
さ

れ
る
方
に
は
、
事
前
に
送
付
し
ま
す
。

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証

昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
交
付
で
き
る
か
ど

う
か
を
判
定
し
、
対
象
と
な
る
方
に
の
み
、

７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

【
70
歳
未
満
の
方
】

①
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

認
定
疾
病
名
が「
人
工
腎
臓（
人
工
透
析
）

を
実
施
し
て
い
る
慢
性
腎
不
全
」の
方
は
、

昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
限
度
額
を

判
定
し
、
受
療
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
方
は
役
場

１
階
３
番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。 国

民
健
康
保
険

新
し
い
保
険
証（
橙
色
）を
７
月
中
旬
に
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ま
た
は

限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
８

月
１
日（
火
）以
降
も
交
付
対
象
に
な
る
方
に

は
、
新
し
い
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。

更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
７
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
。
郵
送
ま
た
は
保
険
課
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。提
出
書
類
を
確
認
後
、

新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
必
要
書
類　
個
人
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の

で
、
案
内
文
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

グ
ル
ー
プ　
　

28
・
０
９
１
７

後
期
高
齢
者
医
療

障
害
者
医
療
・
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

家
族
介
護
用
品
購
入
費
助
成
事
業
を
ご
利

用
の
方
に
は
、
支
給
券
を
お
渡
し
し
て
い
ま

す
。
令
和
５
年
度
の
住
民
税
確
定
に
伴
い
、

非
課
税
世
帯
と
確
認
で
き
た
場
合
、
お
持
ち

の
支
給
券
が
、
正
し
い
助
成
限
度
額
と
な
る

よ
う
、
支
給
券
の
限
度
額
を
変
更（
追
加
）し

ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
７
月
中
旬
に
通
知
し
ま

す
の
で
、
お
持
ち
の
支
給
券
と
通
知
書
を
持

参
の
上
、
役
場
１
階
３
番
窓
口
保
険
課
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
７
月
31
日（
月
）

▼
問
合
せ　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
０
１
０
０

新
地
方
公
会
計
制
度
に
基
づ
き
、
令
和
３

年
度
決
算
に
お
け
る
財
務
４
表
を
作
成
し
、

本
町
の
財
政
状
況
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
各

数
値
は
と
も
に
健
全
で
あ
る
と
い
う
結
果
と

な
り
ま
し
た
。

今
後
も
自
主
財
源
の
確
保
や
町
有
資
産
の

有
効
活
用
に
努
め
、
引
き
続
き
健
全
な
財
政

運
営
を
行
い
ま
す
。

詳
細
な
分
析
結
果
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
総
務
課
総
務
・
財
政
グ
ル
ー
プ　

　

28
・
６
０
０
３

介
護
用
品
購
入
費
助
成
額
の
確
定

健
全
な
財
政
状
況
を
維
持

特
　
集

暮
ら
し
の
情
報

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信
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